
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５長第５０号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２７年４月１０日 １４時００分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市唐
とう

船
せん

鼻北方沖 

 田平港西防波堤灯台から真方位１９６°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２１.０７′ 東経１２９°３４.２０′） 

事故等調査の経過  平成２７年６月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（長崎事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 あんじゅ、１６トン 

 ＮＳ２－１３６８３（漁船登録番号）、株式会社カイユウ 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長１人が乗り組み、唐船鼻北方沖を約１２ノットの速力

で北進中、平成２７年４月１０日１４時００分ごろ、左舷機の冷却清

水温度が上昇し、左舷機が停止した。 

 本船は、右舷機のみで自力航行して太郎ヶ浦漁港に向かい、同漁港

沖で右舷機のオイルミスト抜き管から潤滑油が噴出する状況となった

ものの、航行を続けて同漁港へ帰った。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  本船は、本インシデント後、機関修理業者が両舷機を開放して点検

したところ、シリンダライナ、ピストンには焼付き及び縦傷が、左舷

機の過給機にはサイレンサの破片によるコンプレッサカバー及びコン

プレッサホイールの破損等が、海水こし器には藻による詰まりが、そ

れぞれ確認された。 

 本インシデント発生時、唐船鼻北方沖の海面には藻が浮遊してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、唐船鼻北方沖を北進中、左舷機の海水こし器が浮遊した藻

により詰まって冷却清水温度が上昇したことから、ピストンが熱膨張

して焼き付き、左舷機が停止して運航が阻害されたものと考えられ



る。 

原因  本インシデントは、本船が、唐船鼻北方沖を北進中、左舷機の海水

こし器が浮遊した藻により詰まって冷却清水温度が上昇したため、ピ

ストンが熱膨張して焼き付き、左舷機が停止したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・浮遊物がある海域を航行した際、浮遊物が海水こし器に詰まるお

それがあるので、海水こし器の開放整備を行うこと。 

 


